
横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱 

 

制  定  平成 12 年３月 31 日 教私第 286 号（市長決裁） 

最近改正 令和７年２月 21 日 こ保運第 1392 号（局長決裁） 

  

（目的） 

第１条 この要綱は、横浜市私立幼稚園預かり保育事業実施要綱（令和元年９月こ子第 714 号）（以下「実

施要綱」という。）に基づき、横浜市私立幼稚園等預かり保育事業を実施する幼稚園に対する補助金の交

付について、必要な手続きを定める。 

２ 補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17 年 11 月横浜市規則第 139

号）（以下「補助金規則」という）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、補助金規則及び実施要綱の例による。 

 

（補助金交付の対象） 

第３条 市長は、実施要綱に基づく横浜市預かり保育実施園の認定を受け当該事業を実施する設置者に対し、

予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（補助対象園児） 

第４条 実施要綱第２条第８号に規定する保育を必要とする園児を補助対象園児とする。 

 

（補助の種類及び対象経費） 

第５条 補助の種類及び対象となる経費は、次の各号に定めるものとする。 

(1)開設準備費補助 

   当該施設の開設に必要な修繕や備品の購入等に要する経費 

(2)運営費補助 

  ア 経常費分 

    預かり保育の運営に要する経費 

  イ 個別支援分 

    障害児を保育するために必要な経費 

ウ 延長保育分 

    延長保育の運営に要する経費 

エ 長期休業期間分 

    春休み及び夏休み等期間中の預かり保育に伴う日中の運営に要する経費 

 (3)幼稚園型認定こども園移行整備費補助 

幼稚園型認定こども園へ移行するにあたり、長時間保育の安全性を確保することを目的に、保育

所の設備基準に準じた防炎・防災対策等に要する経費 

２ 補助金の額は、別表１のとおりとする。 

３ 交際費、慶弔費、懇親会費並びに直接事業と関連のない修繕費、備品購入費及び食糧費等の経費につい

ては、本補助金の対象外とする。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金規則第５条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請書の提出期限は、各年度の

補助事業等の内容を考慮し、市長がその都度指定するものとする。 

２  補助金規則第５条第１項の規定により補助金の交付を受けようとする者が提出する書類は、横浜市

私立幼稚園預かり保育事業補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式兼第 11 号様式）を用いなけ



ればならない。 

３ 補助金規則第５条第２項第５号の規定により市長が必要と認める補助金交付申請書への添付書類

は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 在園証明書兼特定子ども・子育て支援提供証明書（第２号様式） 

(2) 事業内訳書 

ア 運営費補助事業内訳書兼運営費補助・施設等利用費実績明細書（第３号様式兼第 12号様式） 

イ 長期休業分内訳書（第６号様式） 

ウ 開設準備費補助内訳書兼実績明細内訳書（第７号様式兼第 13号様式） 

エ 幼稚園型認定こども園移行整備費補助内訳書兼実績明細内訳書（第８号様式兼第 14号様式） 

(3) 在園児名簿 

ア 在園児名簿【施設等利用給付認定２号・３号該当者】（第４号様式） 

イ 在園児名簿【市型預かり保育利用要件対象者】（第４号様式の２） 

ウ 在園児名簿【満３歳児用】（第４号様式の３） 

エ 在園児名簿（延長保育）（第４号様式の４） 

オ 在園児名簿（個別支援）（第５号様式） 

４ 前項第３号の在園児名簿には、保育を必要とする園児であることを証明できる書類を添えなければなら

ない。ただし、法第 30 条の４第２号又は３号に規定する施設等利用給付認定を受けている者は省略でき

るものとする。 

 

（補助金の額） 

第７条 第５条の各号に定める補助金の交付額は、別表１のとおりとし、交付額の算出方法は次のとおりと

する。 

(1)開設準備費補助 

   １園当たりの補助額又は第６条第３項第２号による開設準備費補助事業内訳書兼実績明細内訳書

（第７号様式兼第 13号様式）における経費のいずれか低い額とする。 

(2)運営費補助 

   経常費分、個別支援分、延長保育分及び長期休業期間分を合計した額とする。 

  ア 経常費分 

    補助対象園児１人当たりの補助額に同対象園児各々の数を乗じて得た額とする。 

  イ 個別支援分 

    補助対象園児１人当たりの補助額に同対象園児各々の数を乗じて得た額とする。 

ウ 延長保育分 

    補助対象園児１人当たりの補助額に同対象園児各々の数を乗じて得た額とする。 

  エ 長期休業期間分 

    職員１人当たりの補助額に職員数及び預かり保育実施時間数を乗じて得た額とする。 

 (3)幼稚園型認定こども園移行整備費補助 

１園当たりの補助額又は第６条第３項第２号による幼稚園型認定こども園移行整備費補助内訳書

兼実績明細内訳書（第８号様式兼第 14号様式）における経費のいずれか低い額とする。 

 

（交付決定通知） 

第８条 補助金規則第６条第３項の規定による補助金を交付しない旨の決定通知は、横浜市私立幼稚園

預かり保育事業補助金不交付決定通知書（第９号様式）により行うものとする。 

２ 補助金規則第８条の規定による補助金交付決定通知は横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金交

付決定通知書兼確定通知書（第 10号様式兼第 18号様式）により行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助金規則第９条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請の取下げの期日は、申請者

が決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して 10日以内の日とする。 



（実績報告） 

第 10条 補助金規則第 14条第１項第１号により設置者は第６条第２項に基づく交付の申請を行うとき

に、横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式兼第 11号様式）に

運営費補助事業内訳書兼運営費補助・施設等利用費実績明細書（第３号様式兼第 12号様式）、開設準

備費補助内訳書兼実績明細内訳書（第７号様式兼第 13 号様式）及び幼稚園型認定こども園移行整備

費補助内訳書兼実績明細内訳書（第８号様式兼第 14 号様式）を添えて市長に報告しなければならな

い。また、設置者は当該年度の補助事業が終了したときに、横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

収支報告書（第 15号様式）に収支計算書（第 16号様式）及び人件費の支出状況（第 17号様式）を添え

て市長に報告しなければならない。 

２ 補助金規則第 14条第１項２号及び３号の規定による書類の添付については省略できるものとする。 

３ 補助金規則第 14条第５項第３号により補助金等の適正な執行が担保されていると市長が認める設 

置者は実施要綱第２条第３号に規定する施設の設置者とする。 

 

（補助金額の確定通知） 

第 11条 補助金規則第 15条の規定による補助金額確定の通知は横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助

金交付決定通知書兼確定通知書（第 10号様式兼第 18号様式）により行うものとする。 

 

（補助金交付の請求） 

第 12条 補助金規則第 18条第１項の規定による補助金の交付の請求は、横浜市私立幼稚園預かり保育

事業補助金兼施設等利用費請求書（第 19号様式）により行わなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 13 条 設置者は、当該事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額報告書（第 20号様式）に必要な書類を添付し、市長へ提出しなければならない。なお、設置者が

全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費

税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、

本部の課税売上割合等の申告に基づき報告を行わなければならない。 

２ 前項に定める報告を行った後、当該仕入控除税額を市に納付する。 

 

（補助金に関する調査） 

第 14条  市長は、補助金の執行状況について必要があると認めるときは、設置者に対して報告を求め、

又は職員をして調査させることができる。 

 

（関係書類の保存期間） 

第 15条 補助金規則第 26条の規定により市長が定める関係書類の保存期間は、５年とする。 

 

（保護者負担） 

第 16 条 預かり保育利用者の保護者負担額は、別表２のとおりとする。ただし、満３歳児の課税世帯以外

は、保護者負担額から実施要綱第２条第 11 号に規定する施設等利用費を除いた額を横浜市の負担とする

ため、設置者は預かり保育利用者から徴収することはできない。なお、横浜市の負担である、保護者負担

額から施設等利用費を除いた額については、別表１の経常費に含むものとする。 

  延長保育については、設置者において別表２で定める「保護者負担額表」を上限に設定することとする。 

２ 前項のうち、法第 30 条の４第３号に規定する施設等利用給付認定に該当しない市民税非課税世帯の満

３歳児が市民税額を証明する書類を市長に提出した場合、市長は提出された書類から課税状況の調査を行

うものとする。ただし、市長が調査を行うことを、保護者及び世帯員全員が同意する場合は、市民税を証

明する書類の提出を省略することができるものとする。 調査の結果、市民税非課税世帯と確認できた場

合、保護者負担を無償とする。 

３ 本要綱で定める補助金は、教材費、おやつ代を含めたものであり、保護者から徴収することは、原則と

して認めないこととする。ただし、やむを得ない徴収金については、保護者の理解を得ることを前提に、



経理内容の明確な処理及び結果の報告を要する。 

 

（施設等利用費） 

第 17 条 当該事業における施設等利用費の支給は、横浜市における施設等利用費取扱要綱（令和元年９月

こ保運第 1997号）第２条に基づき、当該事業の補助金交付手続きと併せて行う。 

 

（委任） 

第 18 条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、こども青少年局長が定

める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成９年８月 26日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 10年３月２日から施行し、平成９年８月２６日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 12年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 13年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 14年５月 25日から施行し、平成 14年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 15年６月 10日から施行し、平成 15年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 17年３月 31日から施行し、平成 17年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 18年３月 30日から施行し、平成 18年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 19年６月６日から施行し、平成 19年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 20年２月 28日から施行し、平成 20年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 22年３月 24日から施行し、平成 21年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 22年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 22年８月 20日から施行する。 

附 則 



（施行期日） 

この要綱は平成 23年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 24年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は平成 26年３月 24日から施行し、平成 26年１月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 27年３月２日から施行する。ただし、改正後の別表１及び第 16号様式については、

平成 27 年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は平成 27年６月 19日から施行し、平成 27年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 特例保育及びゆうゆうのもり幼保園についての特例に関する規定については、第２条第１項第１号に関

わらず、当面の間、改正前の規定に基づき、特定教育・保育施設として横浜市の確認を受けた施設も補助金

交付の対象とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 28年 10月 19日から施行し、平成 28年４月１日から適用する。ただし、第 20条

の規定については、平成 28年 11月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 特例保育及びゆうゆうのもり幼保園についての特例に関する規定については、第２条第１項第１号に関

わらず、当面の間、改正前の規定に基づき、特定教育・保育施設として横浜市の確認を受けた施設も補助金

交付の対象とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29年６月１日から施行し、平成 29年４月１日以降の第２四半期の申請に係るも

のから適用する。ただし、第 21条第１項については平成 28年４月１日以降の申請に係るものから適用

し、第 21 条２項については、平成 29年４月１日以降の申請に係るものから適用する。 

（経過措置） 

２ 特例保育については、第２条第１項第１号に関わらず、当面の間、改正前の規定に基づき、特定教育・

保育施設として横浜市の確認を受けた施設も補助金交付の対象とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年 10月１日から施行し、令和元年 10月１日以降の第３四半期の補助金交付に

係るものから適用する。令和元年９月 30 日以前の補助金交付に係る手続については、なお従前の例に

よる。 

（私立幼稚園預かり保育事業(平日型)補助金交付要綱(平成 22年６月こ子第 173号)（以下「平日型補助

金交付要綱」という。)の廃止） 

２ 平日型補助金交付要綱は、本要綱の施行をもって廃止する。平日型補助金交付要綱において横浜市の認

定を受けた施設も、本要綱の補助金交付の対象とし、本要綱の施行以前の補助金交付に係る手続については、

なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年４月１日以降の第１四半期の補助金交付に係

るものから適用する。令和２年３月 31 日以前の補助金交付に係る手続については、なお従前の例によ

る。 



２ 平日型補助金交付要綱において横浜市の認定を受けた施設も、本要綱の補助金交付の対象とし、本要綱

の施行以前の補助金交付に係る手続については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年４月１日以降の第１四半期の補助金交付に係

るものから適用する。令和３年３月 31 日以前の補助金交付に係る手続については、なお従前の例によ

る。 

２ 平日型補助金交付要綱において横浜市の認定を受けた施設も、本要綱の補助金交付の対象とし、本要綱

の施行以前の補助金交付に係る手続については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１月 30 日から施行する。 
附 則 

（経過措置） 
２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により作成されている様式書類は、当分

の間、使用することができる。 
附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年４月分の補助金請求に係るものから適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和６年２月 29日から施行し、令和６年４月分の補助金請求に係るものから適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は令和６年 11月 22日から施行し、令和６年 10月分の補助金請求に係るものから適用する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和７年２月 21日から施行し、令和７年４月分の補助金請求に係るものから適用する。 

  



 

（別表１）                    補 助 金 額              （単位：円） 

開設準備費（ 開設時のみ、上限 ） 

 
施設類型 

平日型 通常型 預かり保育開設に必要な修繕や備品の購入等

に要する経費（年額）  500,000 500,000 

運営費 

 経常費 

 

預かり保育 

平日型 通常型 

３～５歳児・満３歳児の非課税世帯 

（園児１人当たり／月額） 

（保護者負担額を含む） 

※は有資格加算適用園 

29,000 

※ 31,100 

32,800 

※ 35,500 

上記の金額か

ら施設等利用

費を除いた額 

上記の金額か

ら施設等利用

費を除いた額 

預かり保育 

満３歳課税 

20,000 

※22,100 

23,800 

※26,500 

満３歳児の課税世帯（園児１人当たり／月額） 

※は有資格加算適用園 

個別支援 
57,200 

 ※188,500 

68,600 

※226,200 

満３～５歳児（園児１人当たり／月額） 

※は医療的ケア児 

延長保育 1,700 1,700 満３～５歳児（園児１人当たり／月額）30分毎 

 長期休業期間 1,376 1,376 職員勤務１人当たり／時間 

移行整備費(移行時のみ、上限) 

 
預かり保育 

平日型 通常型 幼稚園型認定こども園へ移行する園の防炎・防

災対策等に要する経費（年額） 500,000 500,000 

  
 

（別表２） 保護者負担額表（月額）                      （単位：円） 

 ３～５歳児 満３歳児(課税世帯) 満３歳児(非課税世帯) 

預かり保育の利用要件

に該当する場合 

(別表１、別表２) 

11,300 

16,300 

※保護者から徴収でき

る金額は、上限 9,000 

（園で設定） 

16,300 

子ども・子育て支援法

第 30条の４第２号・３

号に該当する場合 

11,300  16,300 

延長保育 
延長保育を必要とする園児 

上限 1,700 （園児１人当たり（30分毎）） 

延長保育の実施に伴う

間食費、給食費 

間食費   上限 2,500 （園児１人当たり） 

給食費   上限 7,500 （園児１人当たり） 

 



第１号様式兼第11号様式（第６条第２項及び第10条第１項）

　

　

　

１　園名

２　補助金交付申請金額 円

３　申請する補助の種類

　　申請する補助の（　）内に○印をつけてください。

　 （　）開設準備費補助（開設時のみ対象）

４　添付書類

　　添付する書類について（　）内に○印をつけてください。

　 （　）在園証明書兼特定こども・子育て支援提供証明書（第２号様式）

　 （　）運営費補助事業内訳書兼運営費補助・施設等利用費実績明細書（第３号様式兼第12号様式）

　 （　）在園児名簿（第４号様式、第４号様式の２、第４号様式の３、第４号様式の４、

第５号様式）

　 （　）長期休業分内訳書（第６号様式） ・・・長期休業期間が含まれている場合に必要

　 （　）開設準備費補助内訳書兼実績明細内訳書（第７号様式兼第13号様式）

・・・開設準備費申請時に必要

　 （　）幼稚園型認定こども園移行整備費補助内訳書兼実績明細内訳書

　 　　　（第８号様式兼第14号様式）

　 （　）就業(予定)証明書等の市型預かり保育の利用要件に該当することの証明書類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所  在  地

年　　　月　　　日

横　浜　市　長

法  人  名

代表者職氏名

　横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金について、横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金交

付要綱に基づき、関係書類を添えて次のとおり報告し、補助金の交付を申請します。

　なお、預かり保育の実施につきましては、横浜市私立幼稚園預かり保育事業実施要綱第５条の

要件に基づき実施いたします。

　補助金の交付にあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月30日横浜市規

則第139号）、横浜市私立幼稚園預かり保育事業実施要綱及び横浜市私立幼稚園預かり保育事業

補助金交付要綱を遵守します。

　 （　）運営費補助

年度横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金
交付申請書兼実績報告書
(第　　　四半期分)



第２号様式（第６条第３項第１号）

　

　

　

提供時間帯：

　

園　名

年　　月　　日

横　浜　市　長

所  在  地

法  人  名

代表者職氏名

年度横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

　在園児名簿（第４号様式、第４号様式の２、４号様式の３）に記載のある園児
は、当園に在園し、そのうち在園児名簿(第４号様式)に記載のある園児において
は、下記の実施内容の通りに利用者へ特定子ども・子育て支援（預かり保育）を提
供したことを証明します。

(第　　四半期分）

在園証明書兼特定子ども・子育て支援提供証明書



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 園名：
１　施設等利用費

日 利用合計日数を記入

　　　　

満３歳児(課税世帯) 人　① 人　② 人　③

満３歳児(課税世帯)計
①＋②＋③

満３歳児補助金額
④×補助金(満3歳児)円

満３歳児(非課税世帯) 人 人 人

３　歳　児 人 人 人

４　歳　児 人 人 人

５　歳　児 人 人 人

満３～５歳計 人　⑥ 人　⑦ 人　⑧

満3～5歳児合計
⑥＋⑦＋⑧

満3～5歳児補助額

⑨×補助金-Ⓐ円
合　　計
⑤＋⑩

円Ⓖ 円Ⓗ

円合計
Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ+Ⓔ＋Ⓕ＋Ⓖ+Ⓗ

５　個別支援分補助

園児数合計
（医療的ケア児以外）

人　⑬
補助額

円Ⓔ
⑬×　　円

７　幼稚園型認定こども園移行整備費補助６　開設準備費補助

園児数合計
（医療的ケア児）

人　⑭

⑪×　　　円

円Ⓓ
⑫×　　円

補助額
円Ⓕ

⑭×　　円

円　Ⓑ

４　長期休業分補助

時間数合計 時間　⑫
補助額

３　延長保育分補助

対象者数合計 人　⑪
補助額

円　ⓒ

円　⑩

人　⑨

月 月 月

円　⑤

円　Ⓐ

２　経常費分補助
 　月  　月  　月

人　④

　　　　　　　　　　

第３号様式兼第12号様式（第６条第３項第２号、第10条第１項及び第17条）

　　年度
横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

運営費補助事業内訳書兼運営費補助・施設等利用費実績明細書(第　　四半期分）



園名：

利用
日数

利用料 備考

第４号様式（第６条第３項第３号）

年度

横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金及び施設等利用費

在　園　児　名　簿【施設等利用給付認定２号・３号該当者】（　　　月分）

クラス
年齢 園児氏名 フリガナ 生年月日 認定開始年月日 認定期間満了日



園名：

※　該当区分欄には、保育を必要とする理由について、下記より該当する番号を記入してください。
　　①就労 ②出産等 ③疾病等 ④病人の介護等 ⑤家庭の災害 ⑥求職活動 ⑦就学 ⑧その他
※　一人親世帯で、就業（予定）証明書が１枚のみ提出の園児は、備考欄にその旨記入してください。

利用
日数

備考

第４号様式の２（第６条第３項第３号）

年度

横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

在　園　児　名　簿【市型預かり保育利用要件対象者】（　　　月分）

クラス
年齢

園児氏名 フリガナ 生年月日
該当区分

１
該当区分

２



園名：

※　該当区分欄には、保育を必要とする理由について、下記より該当する番号を記入してください。
　　①就労　②出産等　③疾病等　④病人の介護等　⑤家庭の災害　⑥求職活動　⑦就学　⑧その他
※　該当区分が「⑧その他」である場合は、備考欄に具体的理由を記入してください。
※　一人親世帯で、就業（予定）証明書が１枚のみ提出の園児は、備考欄にその旨記入してください。

備考

第４号様式の３（第６条第３項第３号）

年度

横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

在　園　児　名　簿【満３歳児用】（　　　月分）

園児氏名 フリガナ 生年月日
該当区分

１
該当区分

２
利用
日数



園名：

【午後７時まで】

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

【午後７時半まで】
新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

↑該当月を○で囲んでください。

生年月日クラス年齢

第４号様式の４　（第６条第３項第３号）

年度

横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

在園児名簿（第　　四半期）（延長保育）

備考月極め対象期間園児氏名



園名：

【医療的ケア児以外】

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

【医療的ケア児】
新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

新規 ・ 継続

  月･  月･  月

↑該当月を○で囲んでください。

第５号様式（第６条第３項第３号）

年度
横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

在園児名簿(第　　四半期分）（個別支援）

クラス
年齢

園児氏名 生年月日 月極め対象期間 備考



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 園名：

月 / 日 従事職員数

/ ( ) ～ 時間

/ ( ) ～ 時間

/ ( ) ～ 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

/ ( ) ～ 　 時間

合　計　時　間　数 　 時間

　

補 　助 　金 　額

【合計時間数】×補助単価1,376円
円

※　長期休業期間中の教育課程に係る教育時間相当が対象になります。

長期休業分内訳書（第　　四半期分）

（曜日）

第６号様式（第６条第３項第２号）

勤　務　時　間 時　間　数 従事職員氏名

年度
横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園名：

　 　

合　　　　　　　　計

第７号様式兼第13号様式（第６条第３項第２号及び第10条第１項）

　年度
横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

開設準備費補助内訳書兼実績明細内訳書

事　　業　　名 内　訳　及　び　明　細 経　費（円）

　

　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園名：

　

　 　 　

　 　 　

第８号様式兼第14号様式（第６条第３項第２号及び第10条第１項）

年度
横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

幼稚園型認定こども園移行整備費補助
内訳書兼実績明細内訳書

事　　業　　名 内　訳　及　び　明　細 経　費（円）

合　　　　　　　　計



第９号様式（第８条第１項）

様

２　不交付の理由

横 浜 市 長

第 号

年 月 日

年度横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金不交付決定通知書

　　先に申請のありました　　　　年度分の補助金（　月から　月分まで）について、
次のとおり不交付することを決定しましたので、通知します。

１　園名

　（法人代表者職氏名）

　（法人名）



第10号様式兼第18号様式（第８条第２項及び第11条）

様

〔内　訳〕

１　経常費補助

２　延長保育分補助

３　長期休業期間分補助

４　個別支援分補助

５　開設準備費補助 （開設時のみ対象） ６　幼稚園型認定こども園移行整備費補助

【支払時期】

【交付の条件】

助成対象数　② 補助単価　③ 補助額（②×③）

人 円 円 ④

助成対象時間　⑤ 補助単価　⑥ 補助額（⑤×⑥）

時間 円 円 ⑦

（１）　横浜市補助金等の交付に関する規則第７条第１号から３号に定める条件
（２）　その他、横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金
　　　交付要綱の定めに従ってください。

円 ⑮

助成対象数
（医療的ケア児以外）⑧

補助単価　⑨ 補助額（⑧×⑨）

人 円 ⑩

補助額計（①＋④＋⑦＋⑩＋⑬＋⑭＋⑮）

円 ⑭

円

項目 年齢 助成対象数 補助額
経常費補

助
満３～５歳児 人 円　①

　　先に申請のありました　　　　年度分の補助金（　月から　月分まで）について、次
のとおり交付することを決定し、その額を確定しましたので、通知します。

円

園名

年度横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付決定通知書兼確定通知書

第 号

年 月 日

横 浜 市 長

　（法人名）

　（法人代表者職氏名）

助成対象数
　（医療的ケア児）⑪

補助単価　⑫ 補助額（⑪×⑫）

人 円 円 ⑬

円



　

　

　

２　提出書類

　（１）収支計算書(第16号様式)

　（２）人件費の支出状況(第17号様式)

　横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱第10条に基づき、私立幼稚園預かり保育事業補助
金の収支について、関係書類を添えて報告します。

１　園名

法　人　名

代表者職氏名

年度横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金
収支報告書

第15号様式（第10条第１項）

　年　　月　  日

　横 浜 市 長

所　在　地



　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

円 　 円

　 円

　 円

　 円

　 円

５　パート人件費 円

　 　

　 　

　 　

　

円 円

　

　 　

　 　

Ⅲ施設等利用費収入 円 Ⅲ教材費 円

　 　

円 Ⅳその他 円

円

円

　

　 円

　

円

　

円 円

注１）横浜市補助金収入金額は、四半期ごとの交付金額の合計と一致させてください。

注２）人件費の金額は第17号様式の金額と一致させてください。

２　諸手当

Ⅰ人件費

 

１　本棒

４　退職共済

 

Ⅰ横浜市補助金収入

３　社会保険等

　

　

 

 

園名：

支　出

金　額

収　入

科　目 金　額 科　目

第16号様式（第10条第１項）

年度
横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

収支計算書

合　　　計 合　　　計

　 　

Ⅳその他

　

　

Ⅱおやつ代

　

　

　

Ⅱ利用料収入



　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
（金額単位：円）

７月

８月

９月

５月

６月

扶養手当本棒

１１月

１２月

退職共済
パート･ア
ルバイト
等の賃金

合計・人
件費決算

額

４月

その他手当
社会保険
料・労働
保険料等

調整手当
超過勤務
手当

通勤手当 管理職手当 住居手当 期末手当

３月

合計

１０月

２月

１月

第17号様式（第10条第１項）

年度
横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金

人件費の支出状況

園名：



第19号様式（第12条）

　

　 ㊞

　

請求内訳

１　施設等利用費 ￥ ．－

２　横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金運営費 ￥ ．－

　

㊞

（留意事項）請求委任や受領委任を行わない場合は請求書の押印を省略できます。

振込先金融機関

㊞

年度横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金兼施設等利用費

請 求 書

年 月 日

横　浜　市　長

所 在 地

法 人 名

代 表 者 職 氏 名

（ 園 名 ）

　　　年度横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金及び施設等利用費として、
下記のとおり請求します。

￥　　　　　　　　　　　　　　．－

法 人 名

代 表 者 職 氏 名

銀 行 名

支 店 名

口 座 の 種 類

口 座 番 号

口座名義人（カナ）

本件振込みについては上記名義人宛振込願います。



第20号様式（第13条第１項）

横　浜　市　長

1

円

2 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

円

3 添付書類
　（１）積算内訳報告書（別紙）
　（２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写）
　（３）課税売上割合、控除対象仕入税額等の計算表（写）

横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱第11条に基づく額の確定額

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

　先に交付決定を受けた、　　年度横浜市私立幼稚園預かり保育事業補助金に係る消
費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、下記のとおり報告する。

園　名

　　年　　月　　日

所　在　地

法　人　名

代表者職氏名
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